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議会運営委員会

※一般的な地方公共団体の事務に関する審査

※議会の議決により付議された事件に関する審査

※議会の運営に関する事項の決定

※議員全員で構成

※一部の議員で構成

議会とは、地方公共団体の議事機関であり、住民から直接選挙された議員で構成される。

（１）組織及び種類
・ 議員定数は、条例で定める。（法§９０、§９１）
・ 議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。（法§１０３）
・ 本会議と委員会については、下図のとおりである。（法§１０９）

定例会と臨時会は、以下のとおりである。（法§１０２）
定例会：付議案件を問わず、毎年条例で定める回数が招集される。あらゆる案件を取り上げること

ができる。
臨時会：必要に応じ、あらかじめ告示された特定の付議事件を処理するために招集される。
※ 条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができる。この場合、条例で
定例日を定めなければならない。（法§１０２の２）

（２）議会の権限（法§９６など）
主な議決事項：条例の制定・改廃、予算・決算、主要公務員の任命、市町村の廃置分合・境界変更

についての知事の決定
その他の権限として、意見書の提出、調査、監査請求、請願の受理等がある。

地方議会について


